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一 般 質 問 （平成１５年第６回中間市議会定例会） 
平成１５年９月１０日  ＮＯ．３ 

質 問 者 質 問 事 項 ・ 要 旨 指定答弁者 

 
下 川 俊 秀 

 

｢緊急財政３カ年｣財政健全化計画について 

①緊急財政健全化推進委員会で、見直しを要した項目の経過と改善内容について、伺い

たい。 

②市税滞納者に対する徴収強化の取り組みについて、伺いたい。 

市 長 

情報公開について 

以前、コピー代を１０円、公開手数料は０円とするよう質問し、「前向きに検討しま

す」と答弁がありました。その後どうなりましたか。 

交番、駐在所の統廃合を受けて 

①福岡県警は組織改革を行い、交番、駐在所の統廃合を行いました。中間市の場合はど

うなりましたか。そして、どうされましたか。 

②｢地域の安全と非行防止｣は、｢明るい街づくり課｣の大きな仕事と思います。課として、

どのように対処されているか、質問致します。 

植 本 種 實 

合併について 

 市長は｢北九州市と合併したい｣と表明されました。それは、いかなる理念に基づいた

ものかお伺い致します。 

市 長 

｢緊急財政再建｣３カ年計画について 

 中間市は平成１５年度～１７年度の３カ年を｢緊急財政再建｣計画と位置づけられて

いるが、進捗状況を伺う。 

第３セクターの固定資産税滞納について 

｢㈱西日本医療福祉総合センター｣は、資本金１４億６０００万円のうち中間市が２．

７４％（４０００万円）を出資する第３セクターですが、固定資産税の長期滞納で昨年

９月議会の質問の答弁では１億６４３９万円となっておりますが、その後どのように対

処、処理されたのか伺う。また、多額の金額で市は部屋を借りておられるが、今日まで

いくら払ってこられたのか。一部で｢救済措置｣ではないかとの指摘もありますが、今後

も引き続き借りられるのか。一方、松ヶ岡の市の施設は無償で貸与していると聞いてお

るが、その理由についても伺います。 

市 長 

中 家 多恵子 

空き教室について 

 他市では空き教室の活用が積極的になされておるが、中間市の空き教室は現状どのよ

うに使用されておられるのか、お尋ねする。 

 

教育長 
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議 案 の 委 員 会 付 託 表 

 

 

平成 1５年 ９月１０日

第６回中間市議会定例会

議 案 番 号 件 名 付 託 委 員会 

認 定 第 １ 号 平成１４年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について 別 表 １ 

認 定 第 ２ 号
平成１４年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決

算認定について 

認 定 第 ３ 号
平成１４年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算

認定について 

民 生 経 済 

認 定 第 ４ 号
平成１４年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

認 定 第 ５ 号
平成１４年度中間市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定ついて 

建 設 水 道 

認 定 第 ６ 号
平成１４年度中間市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
民 生 経 済

認 定 第 ７ 号
平成１４年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決

算認定について 
総 務 文 教

認 定 第 ８ 号
平成１４年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 
民 生 経 済

認 定 第 ９ 号 平成１４年度中間市水道事業会計決算認定について 建 設 水 道

認定第１０号 平成１４年度中間市病院事業会計決算認定について 民 生 経 済

第３３号議案 平成１５年度中間市一般会計補正予算（第４号） 別  表  ２

第３４号議案 
平成１５年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算 

（第２号） 
民 生 経 済 

第３５号議案 
平成１５年度中 間市公共下水道事業特別会計補正予 算

（第１号） 建 設 水 道 

第３６号議案 
平成１５年度中間市老人保健特別会計補正予算 

（第２号） 

第３７号議案 
平成１５年度中間市介護保険事業特別会計補正予算 

   （第１号） 

第４０号議案 
中間市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する

条例 

民 生 経 済 

 
 
 

別 表 １ 

 

歳 入 平 成 １ ４ 年 度 一 般 会 計 決 算 

款 別 付 託 委 員 会 付託委員会 

全 款 各所管に係るもの 各 委 員 会  

 



- 96 - 

歳 出 

款 別 款  名 項  目 付託委員会 

１ 議  会  費 全 項 

全 項（他の所管に係る分を除く） 
総 務 文 教 

１項５目、９目、１１目の一部 建 設 水 道 ２ 総  務  費 

１項１１目の一部、３項１・２目 

全 項（他の所管に係る分を除く） 
民 生 経 済 

３ 民  生  費 
１項１・４目の一部、１項１３目 総 務 文 教 

全 項（他の所管に係る分を除く） 民 生 経 済 

１項１目の一部 総 務 文 教 ４ 衛  生  費 

１項３目の一部 

５ 労  働  費 全 項（他の所管に係る分を除く） 
建 設 水 道 

６ 農林水産業費 全 項（１項２目、４目の一部は総務文教） 

７ 商  工  費 全 項（１項３目の一部は総務文教） 
民 生 経 済 

全 項（他の所管に係る分を除く） 建 設 水 道 
８ 土  木  費 

４項１目・５項１目の一部 

９ 消  防  費 全 項 

１０ 教  育  費 全 項 

１１ 災 害 復 旧 費 全 項 

１２ 公  債  費 全 項 

１３ 予  備  費 全 項 

 

総 務 文 教 

 

 

 

別 表 ２ 

 

平成１５年度中間市一般会計補正予算（第４号） 

条 付 託 事 項 付託委員会 

第 １ 条 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 各 委 員 会 

第 ２ 条 第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 建 設 ･総 務 

第 ３ 条 第 ３ 表 地  方  債 総 務 文 教 

 

歳 入 

款  別 款 別 付託委員会 

全  款 各所管に係るもの 各 委 員 会 

 

歳 出 

款別 款 名 項 別 付託委員会

１ 議 会 費 全 項 

２ 総 務 費 全 項（１項11 目の一部、３項１・２目は民生経済） 
総 務 文 教

３ 民 生 費 全 項（１項４目の一部は総務文教） 

４ 衛 生 費 全 項 
民 生 経 済 

５ 労 働 費 全 項 建 設 水 道

６ 農林水産業費 全 項 

７ 商 工 費 全 項 
民 生 経 済 

８ 土 木 費 全 項 建 設 水 道

９ 消 防 費 全 項 

１０ 教 育 費 全 項 
総 務 文 教
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午前10時00分開議 

○議長（杉原 茂雄君）   

 おはようございます。ただいままでの出席議員は２０名で定足数に達しておりますので、

これより会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承願います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより日程第１、一般質問に入ります。 

 あらかじめ通告がありました順に従い、これより一般質問を許します。まず、下川俊秀

君。 

○議員（１９番 下川 俊秀君）   

 おはようございます。創希会の下川俊秀です。質問通告に従いまして、緊急財政３カ年

財政健全化計画について質問いたします。 

 ６月議会におきまして、行財政改革の取り組みについての質問がありましたが、本市の

将来にかかわる重要懸案事項でありますので、再度詳細についてお尋ねいたします。 

 緊急財政健全化推進委員会で議論された内容についての質問に対し、補助金の再構築あ

るいは人件費や経常経費の見直しを必要とする答弁がありましたが、その後の経過と具体

的な改善内容を項目別にお伺いいたします。時間外勤務手当、嘱託職員の賃金、委託料、

不要額の点検、経常的事業、使用料、手数料、負担金等、どのように見直され、改善され

たのか。また、市有財産等の有効活用につきましても具体的に現時点でどのようになって

いるのか、お伺いいたします。 

 次に、市税滞納者に対する具体策についてお尋ねいたします。平成１３年度本市の税収

入額が歳入総額に占める割合は２２.８％で県内２２市平均２９.２％よりも大きく下回っ

ているにもかかわらず、市税滞納繰越額が８億から８億７,０００万円あります。要する

に現年課税分と滞納繰越分の調定総額の中に占める滞納繰越分割合が１７.７％を占める

ため、市税徴収率が県内２２市中２１位でワーストツーという不名誉な現実をどのように

お考えですか。 

 緊急財政健全化計画の中に、市税徴収の向上としてその目標効果額が設定されています。

１５年度６,８００万円、１６年度８,８００万円、１７年度９,９００万円、計２億

５,５００万円となっていますが、目標設定の具体的な根拠を伺いたい。 

 三位一体の改革で国と地方の税財源の比率が５０対５０になった場合、本市の自主財源

比率３２.２％ですから、自主財源を１７.８％ふやさなければなりません。本市の歳入総

額平成１４年度は１７６億２,３００万円ですので、その１７.８％の３１億３,６００万
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円の増収が必要となります。さきに述べた滞納額の８億７,０００万円はその必要額の

２７.７％にもあたるにもかかわらず、３年間の目標効果額は滞納額に相当する８億

７,０００万円ではなく、２億５,５００万円に設定した理由を伺いたい。 

 北九州市では、市税対策会議を開き、滞納市税の徴収強化を決めたそうです。具体的に

は従来の徴収方法に加え、自動車等を差し押さえの対象として検討するほか、市外在住の

滞納者には集中して出張徴収もするそうです。差し押さえは従来不動産や給与などを対象

にしていたが、滞納者には厳しい姿勢を示す必要があるとし、これまで保管コストや方法

に課題があって、差し押さえの対象にしていなかった動産にも目を向けるなど、徴収意欲

が伺えます。 

 埼玉県草加市では、トップが率先してやるのが当然と、市長みずから滞納者宅に督促に

出向くほどの力の入れようです。また、１０月末には税収サミットが東京で開催されるな

ど、各自治体が徴収強化に真剣に取り組んでいます。 

 本市でも、４月１日に滞納整理対策室を立ち上げ、差し押さえ関係を重点的にやるそう

ですが、現時点での実態、何をどのように差し押さえたのか。具体的に数字や解決事例を

伺いたい。 

 隣の人が税を払っていないという不公平感が募り、納税拒否の連鎖が起こらないよう、

早急にかつ真剣に徴収強化の結果を出す必要があると思いますが、市長の見解をお伺いし

て、私の１回目の質問といたします。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 おはようございます。下川俊秀議員の緊急財政健全化推進委員会で見直しを要した項目

の経過と改善内容についての質問にお答えをいたします。 

 今回の財政健全化計画は、現状の見直しを中心に取り組みを行っております。まず最初

に、歳入確保に向けた取り組みとして、市税収入の確保を最優先課題として、特に現年課

税分及び滞納税分の徴収強化の取り組みを掲げております。市税については、後ほど２番

目の質問でお答えをいたします。税以外では、保育料、市営住宅、住宅新築貸付貸付金、

市有地貸付料などの滞納者に対する徴収強化を掲げております。このような取り組みに対

しては、すべて数値目標を掲げて、定期的に推進委員会の方で検討をいたしております。 

 また、保育料や市有地貸付料等について、他市と比較し、料金の改定を含めて見直しを

検討いたしております。 

 さらに、議員ご指摘の市有地の有効活用については、市営駐車場等に有効活用するなど、

今後とも有効活用を検討いたします。 

 その一方で、歳出削減に向けた取り組みとして、人件費の抑制や内部管理的経費の徹底

した削減、補助金、負担金、分担金の見直しなどを掲げております。 
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 まず、人件費の取り組みといたしましては、市長、助役等四役の報酬カット、さらに部

課長などの管理職手当についても３％から１％の率でカットを実施しております。 

 さらに、一般職を含めた全職員については、調整手当の見直し、さらに本年度の夏期一

時金についても０.１カ月分のカットを行うなど、今回の９月補正予算で人件費の減額を

計上させていただいているところです。 

 今後、さらに決算の状況を見ながら職員の昇給停止年齢の引き下げや、調整手当、職種

別の給与体系の見直しなど、推進委員会でさらに検討いたします。時間外勤務手当及び嘱

託職員の賃金については、例年１２月に見直しを行っており、本年度におきましても、職

員給とあわせて調整を行いたいと考えております。 

 内部管理的な経費及び一般事務費については、備品の更新の延伸や共有化、消耗品の削

減など効率的な予算執行を行い、その必要性や費用効果などを改めて見直し、徹底的な削

減を図ります。 

 また、補助金、負担金、分担金の見直しでは、まず補助金を市民の福祉の向上や生活の

向上に資する事業に対して経費の一部を補助する事業費補助金と、特定の事業でなく団体

の維持活動に充てる、いわゆる団体運営費補助金とに分け、事業費補助金については、事

務事業評価対象事業として総合評価に基づいた取り組みを行うとともに、団体運営費補助

金についても効果等を含めまして、一定の見直しを行い、さらに必要に応じて団体補助金

を事業費補助金に切りかえる方向もあわせて検討を行うこととしております。協議会等の

負担金、分担金についても、その目的、効果が十分達成されているか十分な精査を行い、

その活動状況、次年度への繰越金等を見定めた上、継続を含めて見直しを図ることといた

しております。 

 さらに、他の特別会計についても、各会計ごとに目標項目を掲げ、今後３カ年の財政健

全化計画を立てております。 

 次に、市税滞納者に対する徴収強化の取り組みに関するご質問についてお答えします。 

 現時点の市税滞納額は、約８億７,３００万円であります。この滞納額の減少を図るべ

く、平成１５年４月１日より税務課内に滞納整理対策室を立ち上げ、徴収強化に取り組む

体制づくりを行ったところであります。滞納整理対策室には、臨戸徴収及び夜間徴収を専

門とする徴収嘱託職員を新たに２名配属し、職員と一体となり、臨戸徴収及び月１０日の

夜間徴収を実施し、現年課税分の徴収率の向上、滞納税額の徴収増に努めております。 

 また、滞納処分を目的とし、元国税局徴収職員と税務徴収指導員として雇用契約を行い、

不動産、給与、工事代金等の差し押さえ等に関する助言、指導を受け、滞納処分の強化に

努めております。 

 ちなみに、平成１５年４月以降の差し押え件数は、不動産１件、工事代金１件でありま

す。今後も引き続き、職員を徴収問題に関する研修会等に出席をさせ、徴収職員としての

意識、質の向上を図るとともに、税負担の公平性を確保するためにも、滞納処分を積極的



- 100 - 

に取り入れ、一層の徴収強化に取り組んでまいります。 

 次に、市税全体の徴収率が低いことに対しては、大変残念な思いをいたしております。

主な要因として２点が考えられます。 

 まず、過去十数年来、差押え等が実施されておらず、滞納整理がおくれているというこ

とであります。そのためにも、本年４月に滞納整理対策室を立ち上げ、滞納者にかかる不

動産、預貯金、給与、生命保険等の資産調査等を行い、積極的に滞納処分を進め、いわゆ

る税の不良債権の整理を行ってまいります。 

 ２点目の要因として、第三セクターの１億円を超える固定資産税が未納であったという

ことであります。この件については、既に分割納付の協議が終わり、現在、確実に履行中

であります。 

 以上のことから、今後、徐々にではありますが、市税全体の徴収率が改善されるものと

考えております。 

 次に、緊急財政健全化実施計画における市税歳入見込みの目標設定の具体的な内容につ

いてお答えをいたします。基本的には、１３年度歳入実績を基準に設定をしております。 

 まず、現年度課税につきましては、３年後の市税全体の徴収率を１７.６％高める目標

としております。具体的には、個々の徴収率を次のように設定をいたしております。 

 個人市民税は、１７年度からの配偶者特別控除の廃止により、６,０００万円の増収も

見込んだところで１％とする。法人市民税は、０.５％、固定資産税は第三セクター納入

も見込んで２.６８％、軽自動車税は１％、市たばこ税は本年７月の税率引き上げに伴う

増収を１５年度で２,０００万円、１６年度以後は３,０００万円としております。 

 また、都市計画税につきましては、固定資産税同様の理由により、３.７６％上昇見込

みであります。 

 以上のことから、市税の現年度課税分全体の徴収率アップを１.７６％に設定したもの

であります。 

 また、滞納繰越分については、徴収総額を増額することを目標としており、具体的には、

個人市民税を約８９０万円、法人市民税を約７０万円、固定資産税・都市計画税を合計で

約１,８８０万円、軽自動車税を約５０万円とし、１３年度と比較して１７年度には

２,８９０万円の増収となるよう設定をいたしております。 

 次に、３年間の目標効果額を２億５,５００万円に設定した理由についてお答えをいた

します。 

 現年課税分は固定資産税、都市計画税における評価替え、個人住民税の個人所得の低迷

や税制改正の動向、たばこ税の税率の引き上げ等の変動要因を考慮しながら、各税目ごと

の調定額を算出をし、さらに徴収率を勘案して歳入見込みを決定することになります。し

たがって、先に、目標設定が可能な事項は現年課税分においては、目標徴収率であります。 

 また、滞納繰越分については、さきに述べましたように、滞納処分を強化しましても、
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その効果があらわれるのは３ないし４年先になりますので、滞納繰越分の徴収の現状から

いたしましても、その目標は徴収総額とした方が明確でありますので、その結果、総額で

２億５,５００万円としたものであります。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 下川俊秀君。 

○議員（１９番 下川 俊秀君）   

 市長に対して市税徴収について再度質問いたします。 

 ８月２５日の合併促進調査特別委員会におきまして、県の方から何か指導がありました

かとの問いに対し、市長と職員が一体で一枚岩でやってほしいとの要請があったという答

弁がありましたが、私はまさに行政運営すべてがそうでなければならないと思います。 

 ９月２日の委員会におきましても市長に対してある見解が述べられました。昨日の一般

質問にもありましたが、本市の存亡を問う重要な合併問題を職員にもほとんど具体的な議

論がないまま、突然北九州市との合併に向けた動きに対し、管理職職員たちが市長あてに

申入書を提出した件です。 

 内容は、合併問題の是非について市民が正しく判断し得る情報提供並びに行政側が市民

の的確な意向を把握するための民主的かつ適正な諸手続等を強く求める旨の申入書を、当

該趣旨に賛同する管理職職員の署名を添えて市長に提出した行為は、市長に対する不信任

行為に等しいのではないかというものでした。 

 それに対し、市長は８月２０日、１６時３０分管理職職員を招集し、合併問題は了承を

得たとのコメントでした。私の察するところ、招集時間が１６時３０分では真剣で満足の

いく質疑応答ができないまま、ただ了承を得ただけに終ったとしか思えません。昨日、市

長の答弁で、職員たちとの意思の疎通ができていなかったとありましたが、にもかかわら

ず職員に対して理解と協力を求め、了承されたとの答弁は、全職員にとって理解しがたい

ものではないでしょうか。 

 これでは職員は全体の奉仕者であり、公平公正な立場で職務を遂行しなければならない

という精神にはほど遠く、県のいう一枚岩どころではないと思います。全職員が一丸とな

って財政建て直しに取り組むべき今、私には職員全員が浮足立っているとしか思えません。

ただ、職員に理解と協力を求めるだけではなく、担当職員が職務を遂行しやすい環境をつ

くることも大切だと思います。例えば、静岡市では市税徴収嘱託員等設置規則、神奈川県

小田原市では市税の滞納に対する特別措置に関する条例を設けるなど、活発な動きが見ら

れます。本市でも財政建て直しに真剣に取り組むには、職員全員が職務を遂行しやすい環

境づくりが不可欠だと思われますが、市長はどう思われますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   
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 合併の件に関する職員との理解の関係でございますけれども、８月の２０日以降、さら

には今日では、今までやっておりました庁議を含めましてさらに部ごとにきちんと合併問

題に対するいろんな情報なり、意見をそれぞれ拝聴し、あるいはやりとりをすると、そう

いう方策を片方では既にやっておりますので、下川議員ご指摘のような形というのは今後

やわらいでいくんじゃないかなと、そう思ってるところでございます。 

 それから、税徴収の問題ですけれども、これはまさに中間市のこれからの財政あるいは

行政運営そのものでございまして、私の答弁の中でも申し上げましたように、やっぱりき

ちんと払う人もおられる、たくさんおられるわけでございますので、そういった税の公平

化、公平負担、そういった観点からもこの財政健全化委員会の中できちんとこれからも議

論をし、実行してまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 下川俊秀君。 

○議員（１９番 下川 俊秀君）   

 次に、先ほど私が申しました埼玉県草加市は人口２万３,０００人ぐらいで本市の約半

分弱です。市長以下、幹部が総出で徴収にあたり、５日間で徴収額２６０万円、これは当

初見込んでいた額よりもひとけた少なかったそうです。このように市税の徴収にはどの自

治体も頭を悩ませているテーマです。 

 独自の工夫を行っている自治体もあります。埼玉県川口市では、平成１１年度より毎年

２月から３月にかけて課長補佐以上で現年分の未納者への個別訪問を行い、徴収を実施し

ているそうです。徴収地域は市内全域を各部ごとに振りわり、職員一人あたり約２０人の

未納者を担当、その結果、平成１１年度、１２年度、１３年度の各年２月から３月までの

６カ月間、市税１億９,９００万円、国保税１億４,６００万円、合計３億４,５００万円

の徴収成果が出たそうです。 

 好結果の要因は行政の最も苦手とする分野に挑戦し、その徴収結果を各課ごとにまとめ、

徴収の成果の成績発表をマスコミに公表している点、さらには個別訪問を行った際、納税

の要請と同時に市政に対する住民の不満、要望を聞き、住民の生の声を行政に反映させて

いることです。 

 また、ユニークな取り組みとして職員以外に能率報酬制度を設け、市税徴収嘱託員

１５名に徴収業務を行わせているそうです。ちなみに、１５名中１４名は女性だそうです。

基本報酬は月額５万６,０００円、それにプラスして徴収した金額の３％から５％を成功

報酬として支給するそうです。徴収嘱託員一人平均年間約３,２００万円ほどの徴収実績

があるとのこと。よって、成功報酬は１５０万円になります。成果主義や実績主義といっ

た行政にはまったく無縁な考え方を導入した能率報酬制度は、まさに市税徴収嘱託員のや

る気を起こさせる制度として高く評価できます。これは、訪問してきました、断られまし

たという、おざなりの徴収結果に終る場合の多い行政に警鐘を鳴らしているのです。 
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 先ほど市長から報告がありましたが、本市の場合を見てみますと、４月から７月までの

４カ月間で約６００万円、訪問件数８９４件のうち、不在件数が５５５件、在宅率が

３８％となっております。また、稼働日数は５月、６月、７月と平均１９日前後を稼働し

ているにもかかわらず、面談件数が少ないのはいかにも非効率な動きをしていると思われ

ますが、市長の見解はいかがですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 今まで放置をしたということでは決してないわけですけれども、差し押さえ等含めてよ

うやく本腰を入れてやるというそういうことでございまして、対策室が立ち上がりまして、

４月ですから５カ月たったわけでございまして、いましばらくその状況等を含めて推移を

把握をさせていただきたいと思っておりますし、それで目標の思うような形にないという

ことであれば、再度、今、下川議員が言われましたいろんな方策も含めて検討委員会の中

で検討させていただきたい。そのように考えております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 下川俊秀君。 

○議員（１９番 下川 俊秀君）   

 最後にもう一言だけつけ加えさせていただきます。本市では８月１日付で人事異動があ

りましたが、職員の人事についての任命権は市長にありますので、私が口を挟むことでは

ありませんが、私も市民の負託を受けている以上、代弁者として申し述べさせていただき

ます。 

 合併問題は中間市の存亡をかけた重要懸案事項であります。職員の増員はわかりますが、

課長補佐以上管理職職員が４名、臨時職員が１名と聞いていますが、合併促進調査特別委

員会で市民の皆様からの要請があれば出前講座をする。また、各校区ごとに説明会に行く

と言っていましたが、幹部ばかりで実働部隊がいないように思われますが、いかがなもの

ですか。 

 地方自治法には行政運営は最小の予算で最大の行政効果をあげなければならないとあり

ます。市長はご存じかと思いますが、愛媛県松山市は市民が窓口に来て、その件はあちら

へとたらい回しされることなく、一つの窓口であらゆる対応ができるよう、各職員に

１００種類を超えるいろいろな窓口業務を研修していただき、現在では一つの窓口で

１５５種類の仕事を扱えるようになっているそうです。 

 先ほど大島市長が申しました滞納整理対策室、呼び名はまことに立派ですが、新規にふ

えた職員は嘱託の人が二人と聞きました。徴収問題は本市の財政にとって重大な問題です。

人事も含めて職員の配置問題、適材適所、効率的で効果的な行政改革をしていただきたい

ものです。すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行
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にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならないと服務の根本基準にあります。

市長の任命権は私たちを含め、全市民にあることを忘れず、最大の行政効果を上げるため、

行政運営を進めていただきますことを期待いたしまして、私の一般質問を終ります。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中野税務課長。 

○税務課長（中野  諭君）   

 申しわけございません。最初に市長がお答えしましたけれども、市税全体の３年後の徴

収率を１７.６％に高めると。１７.６％高めると申し上げましたけれども、１.７６％の

数字の方が正解でございますので、訂正させていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 おはようございます。私は良政クラブの植本種實でございます。通告に従って、一般質

問をいたします。 

 第１点は情報公開についてでございます。以前、コピー代を１０円、公開手数料を０円

とするよう質問し、前向きに検討しますと答弁がありました。その後、どうなったのか伺

います。 

 ２点目は、交番、駐在所の統廃合を受けて、質問いたします。福岡県警は組織改革を行

い、交番、駐在所の統廃合を行いました。中間市の場合は、どうなりましたか。お尋ねを

いたします。そして、その結果を受けて中間市はどうされましたかもお尋ねいたします。 

 また、地域の安全と非行防止は、明るい街づくり課の大きな仕事と思います。課として

統廃合を受けた、その結果どのように対処されていますか、お尋ねいたします。 

 最後に、合併についてお尋ねします。市長は北九州市と合併したいと表明されました。

それはいかなる理念に基づいたものか、尋ねます。市長は北九州市と合併すれば、よくな

る。悪いところはよくなるというふうに思われているはずです。どことどこかをお尋ねい

たします。 

 以上で、質問書による通告終ります。ありがとうございました。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 植本種實議員の情報公開についてのご質問にお答えをいたします。 

 昨年の１１月に情報公開審査会に対し、本市の情報公開制度の見直しについて諮問をし、

先月の２０日に答申書の提出がなされました。審議の経過等につきましては、本市の情報

公開制度全般の見直しについて計６回にわたり熱心な議論をしていただき、条例適用前文
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書の公開について、外郭団体の情報公開等について、いずれも市民がより広く情報の開示

を受けられるよう制度の改善を提言するものであります。 

 また、植本議員ご指摘の閲覧手数料等の見直しについても、市民の知る権利を保障し、

市政への市民参加を促進するためにも閲覧手数料を無料とすることが望ましいとの回答を

いただいております。 

 いずれにいたしましても、今後、市では、この答申内容を市の部長級で組織いたします

情報公開検討委員会でよく精査いたしまして、次回の定例会に情報公開条例の改正につい

て、議員の皆様にお諮りをいたしたいと考えております。 

 次に、交番、駐在所の統廃合についてお答えいたします。 

 本年４月に折尾警察署長が来庁され、警察機構の再編成の方針の説明を受けました。そ

れによると、近年、事件事故が急増している中で、警察官の退職該当者が増加して、交番

が手薄になったり、パトロールが不十分になる状態になり、その結果、街頭犯罪の増加や

検挙率の低下を招いているので、交番の大型化を図る方向で再編成する方針になった。中

間市では、岩瀬と埴生の駐在所を廃止して、中間交番に編入して常駐人員を増員し、パト

カーを１台増車する、という内容でした。 

 予定としては、６月県議会に上程をし、８月の人事異動で実施するとのことで、８月

２７日に編入が完了いたしております。市の同意等の手続も必要なく、地元説明等も警察

が行うということでございました。市としては、中間市防犯協会の地域懇談会の議題にし

て地域の理解を図るようお願いしております。 

 次に、地域の安全と非行防止についてお答えをいたします。 

 非行対策については、佐々木晴一議員の質問でお答えいたしましたので省略いたします

が、次代を担う子どもが健やかにたくましく育まれていく社会環境を大人の責任でつくり

だしていく必要があります。そのためには、生まれてから成人に達するまでのトータルな

形の計画策定と、それに基づいた着実な政策推進を求められていると感じております。国

も内閣府を中心に関係省庁による横断的な体制で取り組みを進めておりますし、県も９月

には青少年計画の草案を発表する予定と聞いております。中間市も青少年の健全な育成の

ため、計画をづくりを全庁的に取り組む必要が有ると思っています。国、県の動向にあわ

せて実施をいたします。 

 次に、地域の安全対策ですが、個人が用心をするように防犯意識を高めることが必要で

すが、同時に近所にも目を配りあって共同して犯罪被害を防ぐために、中間市は町内会を

単位にして防犯協会を組織をしております。地域の安全を考える場合、この防犯協会の活

動を活性化することが重要と考えております。そのために、中間市防犯協会の活動方針に、

今年度からモデル地区を指定するようにして、町内の実情にあった防犯活動に期待し、活

動助成をするようにいたしております。まだ、希望の届けは出ておりますせんが、地域の

安全を考える一助になればと思っております。 



- 106 - 

 次に、市長は北九州市と合併したいと表明されました。それはいかなる理念に基づいた

ものか、との質問についてお答えをいたします。 

 このご質問は、先日の佐々木晴一議員への答弁と重複した答弁になりますので、あらか

じめご了承をお願いをいたします。 

 私が北九州市と合併したいとの思いを述べさせていただいたのは、６月に開催されまし

た合併促進調査特別委員会の中で、また、議会終了後の全員協議会でお話をさせていただ

きました。 

 その骨子でありますが、一つには、一昨年４月に、中間市合併検討特別委員会で、合併

に向けては遠賀四町をパートナーとの基本方針が示され、私は遠賀四町の方に何度か足を

運び、四町に対する思い入れを伝えましたが、四町は四町で以前より四町での枠組みで合

併の議論を行っている中で、中間市がその中に入っての議論は難しい状況でありました。 

 二つには、四町との関係がこういった中で残された選択としては、単独でいくのか、北

九州市との合併でゆくのか、という問題であります。単独でいくとなると、今後もより一

層の厳しい財政運営を強いられることになりますとともに、ますます行財政運営の効率化

を進めていかなければならないと考えております。北九州市との合併については、当然の

こととして北九州市の同意が必要でございます。そのためには、中間市民の意思がもっと

も尊重されるべきであり、その上で条件が整えば前向きに検討される課題であると認識を

いたしております。このことから全体的に合併論議が高まる中で、中間市民の熱意を示せ

ば北九州市も十分に理解を示してくれるのではないか。逆にこの機会を除けば、今後はさ

らに難しくなるのではないかとの思いから、合併の相手方を北九州市という思いを述べた

ものであります。 

 しかしながら、合併は市の存亡をかけるわけですから、住民の生活にとっても、行政に

とっても大きな問題であります。また、市民の皆さんはもちろんのこと、議会の皆さんの

中にさまざまな思いがあることも承知いたしております。 

 合併問題については、現在、合併促進調査特別委員会で審議をお願いしておりますので、

その意向を十分尊重しながら考えていきたいと思っております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 まず、情報公開についてお尋ねいたします。情報公開審査会が６回ほど開かれたと言わ

れますけれども、その中で手数料は０円、コピー代は幾らぐらいにという返答になってい

ますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   
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 担当課長の方から答弁させます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 鳥井総務課長。 

○総務課長（鳥井 政昭君）   

 お答えいたします。答申書ではコピー料は２０円ということになってます。カラーにつ

いては１００円ということでございます。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 ２０円は率直に言って高いと思います。今のよその──というか、コンビニどこでも

１０円でＡ３ができますので、その辺は市としても１０円にせいというふうには言えない

わけですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 鳥井総務課長。 

○総務課長（鳥井 政昭君）   

 先ほど市長もお答えしましたように、これを情報公開の検討委員会でこの内容について

精査するようにしております。最終的には市長にお伺いを立てまして市長の決断を仰ぐと

いうことになりますので、そして、皆さん方にお諮りするということになります。 

 ですから、市の方の方針として、２０円が高いから１０円にという方針が出れば、それ

はそういうことになると思います。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 ということは市長の決断次第だということですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 鳥井総務課長。 

○総務課長（鳥井 政昭君）   

 情報公開の検討委員会の意見を受けて、市長がどう判断されるかということになると思

いますので結果的にはそういうことだと思います。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 それはわかりました。それから、１３年度、昨年度の情報公開手数料の総収入というん
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ですか、それは幾らだったですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 鳥井総務課長。 

○総務課長（鳥井 政昭君）   

 詳細はちょっと記憶しておりませんけど、手数料そのものは１,０００円足らずだった

と思います。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 金額が少ないから廃止せろとかそういうんじゃなくて、知る権利を保障する、市民の参

加を仰ぐんだという意味で私は０円にしろ、１０円にしろと言っているんですから、金額

の大小じゃないということを理解していただきたいと思います。 

 それとそのほかに他の外郭団体とかそういう情報も公開しろと言っていますが、その辺

の内容はどうなっていますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 鳥井総務課長。 

○総務課長（鳥井 政昭君）   

 お答えします。答申書の中には、一応地方自治法の中の市の監査権とかそういったもの

を生かしながら一定の補助金を出している団体については公開をする。それから、外郭団

体についても実施機関に入れるか入れないかという議論がありましたけど、これについて

も同様に公開の対象とすべきではないかというような意見が承っていますので、内部で十

分したいと思っています。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 答申内容を私たちは早く見て議論したいと思いますので、答申内容、早く知らせてくだ

さい。 

 次に、駐在所交番の統廃合についてお尋ねいたします。統廃合についての市民の方があ

まりよく知らない。８月の終わりごろに交番の前に行ったら張り紙がしてあって廃止です

よというようなことが聞いて、びっくりしたということがありますけれども、住民の方に

こういうようになっていますよというように説明をされましたか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   
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 警察の方が５月２２日のときに来られまして、地域は地域として警察の方で説明をする

と、そういうお話を承っております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 僕は住民の方はあまりよく知っていない、知らされてないぞというのが僕の気持であり

ます。それで、交番が廃止した。じゃあ、どういうふうに市民の方が安心して暮らせるん

だということを、もう少し、例えばパトカーがどういうふうになる。駐在所はどこどこが

ふえるというふうなことをもう少し知らせるべきと思いますが、その辺はどういうふうに

お考えですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 各町内会で話を──どこのクラスまでというのは、私も存じあげないわけですけれども、

多分、各町内会に防犯組織がありますので、そういったところでは十分説明がされたんじ

ゃないかなと、そう思っております。 

 ただ、私どもが警察の方からまいりまして、たしかにこの駐在所の廃止、先ほど言いま

したように中間市の場合は２カ所になるわけでございますけれども、大正の時代から地域

の皆さん方と一緒に歩いて、その防犯あるいは地域のありようを含めて進んできたという

ことなんですけれども、ここ最近ですけれども、とてもじゃないけれども、こういった状

況の中では、先ほどお答えをいたしましたように、犯罪件数が減るどころか増加する傾向

にある。 

 そういった思いで、福岡県としてはむしろ住民の皆さん方の負託にこたえる形で交番所

を空き交番がないような、あるいは事件が発生してもすぐ、対応ができるようなそういっ

た方向を目指すことがより明るい町ですか、につながるとそういうようなお話を聞いてお

りましたので、そういった推移もこれから見ながら、あるいはそのときに警察の方から言

われましたのは、警察の方も一生懸命になってやります。だけど、これもやっぱり限度が

あります。やっぱり行政なりあるいは地域隣近所を含めて、みんなでそうがかりでやると

いうことが望ましいですねと、そういうお話も実はあっております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 交番があるのとないのでは、ある方が地域の住民の方も安心されるし、それからあれば

やっぱり非行なんかが防止できると思うんですよ。今度、川西地区、埴生公園の前の交番

も廃止になるんですけれども、重要な箇所だと思います。それで、あの建物をどうされる
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んですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 建物は県の、土地は中間市のでございまして、今までの話の中では壊していくと、そう

いうことになるようであります。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 明るい街づくり千々和課長。 

○明るい街づくり推進室長（千々和秀隆君）   

 つけ加えますと、現在、県の方から中間市の方に返還するということで、その条件等の

整理が行われておりますが、その中では当初の契約のときに必要なくなったら更地にして

返すと、そういう条件に沿った線で話が進められております。さらに、その中に防犯上の

見地から、中間市としては埴生公園という場所的な背景もあることから、以後のパトロー

ルの強化というものも要請として１項つけ加えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 いずれにしても県警のことですから、中間市のことは十分考えられていると思うんです

けれども、廃止されて地域の方が不安だと思われないようによろしくお願いいたします。 

 次に、合併問題について質問いたします。合併問題、皆さんそれぞれ大変議論されてい

る──僕も議論の中に加わっているんですけれども、非常に市民の方々に迷われている方

があるんですが、私は一番最初はとにかく住民投票をしろというふうに思っています。市

長はその辺はどのように思われていますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 この問題、何度もお答えをしましたとおりでございまして、中間市の存亡をかけた中身

でございますので十分市民の皆さん方に相談をし、説明をしながら、住民投票等を含めて

検討させていただきたい、このように考えております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 ちょっとあれを変えて。校区説明会とか、それから出前講座というのはどのようなスケ

ジュールで。それから、きのう１１件ほど何か申込者があったと聞いたんですけどそれは
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中間市から言っていったのか、それとも市民の方の要望だったんですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 担当部長の方から答えさせます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 村田合併問題対策室長。 

○合併問題対策室長（村田 育男君）   

 出前講座につきましては、一応市民のまちづくり団体といいますか、そういう公共的団

体も含めまして、一応私の方に申し入れがございまして、その団体の方とお話させていた

だきまして、日程等調整してやっておるということでございます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 市のスケジュールはどのようになっていますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 村田合併問題対策室長。 

○合併問題対策室長（村田 育男君）   

 出前講座につきましては、昨日ご報告しましたように、一応１１月１１日に民生委員協

議会の方からお願いをしたいということで申し入れがあっております。それで、スケジ

ュールとしましては、きのうご報告しましたように約半分程度、大体消化しております。

あと残りの分につきましては、一応今月から来月にかけてやっていきたい。そのほかに校

区説明会につきましては、日程等をどういう形で進めていくのか。例えば町内会の方にご

相談をして、一応会場の設営等含めましてそういうご相談を早急にやっていきたい。そし

て、日程が決まりましたら、その方向で進めていきたいと考えております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 日程が決まったら──僕に言わせたら少し遅いんじゃないかというふうに思います。も

う少しどんどん説明なりを……。やはり市民の方は三つのうち、どれが一番──いろんな

ことを知りたいというふうに思われているんですから、もっとスピードをあげてもらいた

いと思いますけど、その辺はどうですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 村田合併対策室長。 

○合併問題対策室長（村田 育男君）   
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 住民の方に一応情報公開、それから意見交換会につきましては、今、議員ご指摘のとお

りスピード関係につきましてはできるだけスピードを早めていきたい。そのためには先ほ

ど言いましたように、関係団体の方と十分日程等の調整をやって、できるだけ前倒しでや

っていきたいということで考えております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 ちょっとまた、変えまして。市長、住民発議の結果を北九州市の方に持って行かれたそ

うですが、そのときの様子と気持を聞かせてください。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 末吉市長とお話をし、そしてそれぞれマスコミの皆さん方が入ってこられたわけでござ

いまして、マスコミも四つの新聞それぞれ見させていただきましたけれども、ああ、なる

ほどマスコミの見方っていうのはそれぞれ４社とも違うんだなという、そういう思いを片

方ではいたしましたけれども、末吉市長の方には約７,０００名の皆さんからの市民の声

ですということできちんとお願いをしたところでございます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 その席で末吉市長は中間市のことは、もうおれは新聞でしか知らないと、もっと知りた

いというふうに言われたと思うんですが、もっと知らせる方法をどういうふうに考えてい

ますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 その前段に末吉市長の言葉がもう一つありまして、実は昭和６２年に私が市長になった

とき、あのとき杉原議長も含めて一緒に来られましたよねという話があって、そのとき私

は市長になったばっかりなんで、中間市のことをあまりよう知らんかったと、そういう問

題も前段で話をされておりまして、今でも中間市のいろんな状況等については、新聞なり

等々あるいはいろんな資料等々でしか実際のところ、実情というのはわからない。 

 したがって、これから先、末吉市長としても勉強をしたいと。そういう話がございまし

て、できれば、私と末吉市長で２回ぐらい話し合いを持てたらいいですねと、そういう話

がございました。 

○議長（杉原 茂雄君）   
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 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 北九州の方はわかったんですけど、逆にいうと私たち中間市民も北九州のことをはっき

りいったら新聞でしか知らないというふうに言えると思います。私たちが北九州の内容を

知るにはどうするんですか。どういうふうに考えられていますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 北九州の内容というのが、具体的にどういうものか、例えば行政比較とか、そういうも

のかどうかちょっとわかりませんけれども。いずれにしても北九州の方も中間市もそうで

ございますけれども、多分水巻町でとられた今度の住民発議の中身から考えますと、多分

北九州の方から中間市の状況あるいは等々を教えてくださいと、そういう双方のやりとり

が今後あるんじゃないかなと、そう思っております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 私は合併に向けて市民交流の場所かなにかを設けたらどうか、またシンポジウムをした

らどうかなというふうに思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 シンポジウム等々につきましても対策室の方で時期は別──まだ、ちょっときちんとさ

れてないと思うんですけれども、開いたらどうかとそういう思いというのは持っているよ

うでございます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 植本種實君。 

○議員（４番 植本 種實君）   

 いろいろご答弁ありがとうございました。合併問題は本当に中間市にとって大切なこと

でございます。中間５万市民がよくなるように、よりよい合併、またはよりよい進路を定

めてもらうよう私たちも一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終ります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   
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 私は質問通告に従いまして、大きくは三つの問題について質問をいたします。 

 １番目は緊急財政再建計画について、２番目は第三セクター株式会社西日本医療福祉総

合センターの長期にわたる固定資産税の滞納問題等について、３番目は小中学校の空き教

室の現状と活用についてでございます。 

 初めに、緊急財政再建３カ年計画についてお伺いをいたします。２００１年度の福岡県

下９７市町村の決算資料によりますと、経常収支比率が９０％以上の市町村が２０市町村

ありました。その中で中間市は９６.２％の９位でございました。２００２年度の決算内

容を見ますと、経常収支比率は９６.４％となり、前年度より２.８ポイント悪化しておら

れます。市債残高は２７１億５,０８７万６,０００円で中間市の深刻な財政状況を伺えま

す。 

 市長、お尋ねをいたしますが、財政再建計画、どのような改革手法でこの現実に立ち向

かわれておられるのか、計画の進捗状況等をお伺いいたします。 

 ２番目の質問に移ります。第三セクター株式会社西日本医療福祉総合センターの長期の

固定資産税滞納問題等について、この場所からもたびたび質問をいたしてまいりました。

そこで次の３点について初めにお尋ねをいたします。昨年の９月議会、私の質問に対して

平成１０年度から１４年度の２期分までの固定資産税の滞納額は１億６,４３９万円でし

た。その後どのように対処、処理されておられるのか。お伺いをいたします。 

 ２点目は、市はこの株式会社西日本医療福祉総合センター内に本年度より精神障害者地

域支援センターを設置し、建物の賃借料として年間１,９２０万円で契約をされておりま

す。このほかにもこれまで高齢者相談窓口、そして現在１階には療育支援センターとして

も借りてこられておられますが、これまで幾らの賃借料を払われてこられておられるのか、

お尋ねをいたします。 

 私の試算では１億円を超えるのでないかと思いますが、正確な数字をお教えください。 

 ３番目は、一方松ケ岡にあります中間市が建てた平成７年に建設をいたしました施設、

１億２,３００万円で建設されており、現在市のデイサービスセンターをこの西日本医療

福祉総合センターに無償貸与しておられます。今日では、介護保険制度にもなっておられ

ますが、無償貸与の根拠をお示しください。 

 最後に、学校の空き教室の活用が他市では積極的になされておられますが、中間市の現

状についてお伺いいたします。 

 明確なご答弁をお願いいたしまして、１回目の質問を終ります。２問目からは自席から

させていただきます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 中家多恵子議員の中間市は平成１５年度から平成１７年度の３カ年を緊急財政再建計画
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期間と位置づけられておられるが、その進捗状況を、との質問にお答えをいたします。 

 さきの下川議員の質問においてご回答いたしましたように、平成１５年４月から緊急財

政健全化計画を策定をし、各課におきましては個々の具体的な取り組みを行っているとこ

ろであります。 

 今回の財政再建計画は、今まで経費削減を主体とした財政計画を歳入を中心とした考え

方に改め、その目標を達成するため数値目標を新たに定めたことが今回の特徴であり、税

を初めとして、その他の収入など全体的に徴収率が低く、各項目の徴収率向上を最大の目

標といたしております。 

 その中で、先日、推進委員会を開催をし、まず平成１４年度の決算状況について検討す

るとともに、さらに本計画の進捗状況について各委員より報告を求め、そのことについて

議論をいたしたところであります。 

 徴収率の向上においては、市税の徴収強化策として本年４月から徴収の特別チームを編

成し、夜間を問わず常時徴収ができる体制を構築するとともに、それに伴い庁内に夜間金

庫を設置するなど、いつでも収納できるようにし、その効果も上がってきております。 

 そのほか、保育料の徴収方法についての改善策として、職員に徴収吏員証を発行し、書

面催告のみならず、送迎時の対面徴収を行ったり、市営住宅の使用料につきましても、臨

戸徴収や電話による催告や夜間徴収などの実施、さらには特別に職員を配置し、入居者の

所得の見直し、滞納状況の把握など、入居者に対し不公平感を与えず、さらに徴収効果が

向上するように努めております。 

 また、市有地の貸付料についても、より適正な金額に今後３カ年かけて改定していくこ

と。さらに不用な市有財産の処分や有効活用など、具体的な議論を行っているところであ

ります。 

 このように、当初掲げた数値目標に向かい努力をいたしているところでありますが、ま

だ検討中のものもあり、さらにこの計画のみにとらわれることなく、より効果的な方策を

求めながら改善をいたしたいと考えております。 

 以上が、今回の財政健全化計画の現在における進捗状況であります。 

 次に、第三セクター株式会社西日本医療福祉総合センターの固定資産税滞納に関するご

質問にお答えをいたします。 

 昨年１１月から本年３月までに約１,４４８万円が納付され、１４年度末における滞納

総額は１億２,８７０万円となっており、これを１５年度から毎年１,４３０万円を納付し、

９年間で解消するようにしております。納付方法は、毎月約１２０万円を月末までに納め

ることとし、４月以降、確実に履行されております。 

 また、今後の現年課税分については、年４回の指定納期限までに支払うこととし、既に

２期分まで納付済みであります。 

 次に、また、多額の金額で市は部屋を借りておられるが、今日まで幾ら払ってこられた
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のか。一部では救済措置ではないかとの指摘もありますが、今後も引き続き借りられるの

か、とのご質問にお答えをいたします。 

 株式会社西日本医療福祉総合センターより、ウエルパークヒルズ北棟の１階部分を平成

１３年４月から借り受け、重症心身障害者、ダウン症、自閉症等の療育を要する幼児のた

めの療育支援事業として、親子ひろばリンクを開設しております。平成１４年度事業につ

きましては、教室の実施回数がふえ、利用する子どもも前年度より２倍以上多くなってい

ます。また、他機関との連携により、中間市の療育支援の必要な子どもについては、希望

される場合、障害の種別にかかわらず受け入れている状況であります。 

 さらに、平成１５年度から支援費制度が導入され、児童福祉法に基づく児童デイサービ

ス事業所として県の指定を受け活動しております。ご質問の借り上げ料につきましては、

平成１３年度と１４年度は同額の２,２００万円支払っており、１５年度は２,０８９万円

で賃貸契約を行っております。 

 また、平成１５年４月から同施設の２階部分を新しく借り上げましたが、これは精神障

害者のための業務の一部が、昨年４月１日付で県から市へ移譲されましたことに伴い、精

神障害者の方々のために精神保健及び精神保健者の福祉に関する相談や、必要な指導、助

言を行い、関係機関と連絡調整を行う精神障害者地域生活支援センター「パルハウスぼち

ぼち」を開設して活動をいたしております。 

 １５年度分の借り上げ料は、１,９１８万円で契約を行っております。なお、現在、県

の指定施設としての認可申請について、県と事前協議中であります。 

 以上、２カ所の借り上げは、支援策の一環といたしまして実施しております。今後の借

り上げにつきましては、利用者の動向や県の許認可等を勘案して決めたいと考えておりま

す。 

 次に、松ケ岡の市の施設は無償で貸与していると聞いているが、その理由について伺い

たいとのご質問にお答えします。 

 中間市松ケ岡デイサービスセンターは、高齢者への生きがい活動支援通所事業、いわゆ

るデイサービス事業を目的として、平成８年３月に補助金対応の施設として建設されまし

た。このデイサービス事業は、主に介護保険非該当者で、おおむね６０歳以上の方を、デ

イサービスセンターの送迎用リフトバス等で送迎し、当該高齢者等の生活の助長、社会的

孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担

軽減を図るもので、現在、第三セクターである西日本医療福祉総合センターに委託を行い、

事業を行っているものであります。 

 当デイサービスセンターは、地方自治法第２３８条の４第４項の規定により、売払い、

出資の目的等が禁止された行政財産であり、また、財務規則第１４７条第４号に規定する

行政財産の使用許可の範囲で、その行政目的を達成するための公設民営としてデイサービ

ス事業の運営を業者に行わせておるところから、この施設の使用については無償で提供し
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ているものであります。 

 いずれにいたしましても、本市の第三セクターへの支援策の一環として、社会福祉や高

齢者福祉関連事業への支援として、事業展開を図っていきたいと考えております。 

 次に、空き教室の活用については、教育長よりお答えをいたします。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 船津教育長。 

○教育長（船津 春美君）   

 他市では、空き教室の活用が積極的になされているが、中間市の空き教室は現状どのよ

うに使用されているのか、お尋ねするというご質問についてお答えいたします。 

 本市では、いわゆる余裕教室の活用に当たりましては、第一義的に学校教育本来の目的

が阻害されることがないよう行う必要があると考えます。学習スペース、生活交流スペー

ス、準備スペース、管理スペース等の専門教室として活用しております。具体的には、生

活科教室、図画・工作室、コンピュータ室、美術室、特別活動室、ランチルーム、児童生

徒会室、教具室、資料室、教育相談室、進路指導室、会議室、生徒指導室、部室、ＰＴＡ

会議室、書庫等として有効活用に努めています。 

 ただいま述べました活用以外にも、各学校が児童生徒の発達段階や学習の理解度等に応

じて行う少人数授業やティームティーチングのために一クラスを２分割、３分割するよう

な授業形態をとっており、多くの教室を必要としております。総合的な学習の時間や、体

験活動等のために計画的、目的別に活用したりもしております。今後とも各学校で余裕教

室が有効活用されますよう指導していく所存であります。 

 学校の余裕教室の現状で申しますと、底井野小学校のように、学級数がむしろ不足して

いる学校もありますし、若干余裕のある学校もございます。中間市内の学校を見た場合、

ほとんどの学校が１階部分に職員室、保健室、会議室、給食調理室等が配置され、管理棟

として建設されております。教室部分が配置されている学校につきましても、児童の安全

確保の面から１年生の教室にあてられ、１階部分を地域住民に開放することは難しい状況

にあります。市内の各学校は築後３０年を経過し、近年建設されておりますような学校と

は構造上、大きな違いがあります。地域に学校施設、特に校舎を開放する場合、現状にお

いては改築、改装を必要とします。その場合、多額の経費も必要となり、構造上の改善が

なされなければならないものと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 再質問いたしますが、私が昨年６月議会で質問したときに、住民福祉の増進のためにも

健全経営を図るように一層の企業努力を促してまいりたいと考えておりますというふうに
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答弁をされておられますが、どのように促してまいられたのか、お聞かせいただきたい。 

 また、株主総会などにもどなたかが出席されたのか。そのときどういう発言を中間市と

してなされたのか。 

 それから、９年間にわたって支払うという契約というんですか、先方ととられたという、

その９年間という位置づけについてお聞きしたいと思います。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 民生部長よりお答えをさせます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 勝原民生部長。 

○民生部長（勝原 直輝君）   

 ９年間の分については税務課長、よろしいですか。 

 それから、中家議員さん。株主総会の出席と言われましたか。それは……。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 是永介護保険課長。 

○介護保険課長（是永 勝敏君）   

 お答えいたします。株主総会につきましては中間市の出資額が──出資率が２.７％で

ございますので、株主総会等には市から出席しておりません。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中野税務課長。 

○税務課長（中野  諭君）   

 分割納付の９年間の件でございますけれども、特別になぜ９年間かという理由はござい

ませんけれども、当該法人が現年課税分と滞納繰越分をあわせて年間５,０００万円の納

税がもう精一杯だという話がございましたことから、現年課税分も考慮したところで９年

間という期間を設けております。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 今のお話からしますと、税務課長はお支払いが困難だから９年ということでお支払いを

始めていただいたということですけれども、企業努力を促すというようなことをどなたか

がきちっとこの間なさっていないんですね。いかがですか。 

○議長（杉原 茂雄君）   
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 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 当然として、税金未納の部分を払っていってもらわなくちゃならないわけでございまし

て、そういった部分での話は社長がこられたときにきちんとした企業努力をしてください。

そういう話はさせていただいた記憶がございます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 そこでお尋ねしますけれども、経営状況を説明する最近の書類といえば、いついただい

ておりますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 課長から。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 是永介護保険課長。 

○介護保険課長（是永 勝敏君）   

 お答えいたします。 

 株主総会等の資料は株主総会が終った後において市の方に届いております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 届いておるとおっしゃられましたが、その届いておったものについては市長のお目にも

通されていますか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 まだ、見ておりません。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 それでは、その資料を、提出を私に、議会にしていただきたいと思います。 

 それから、９年間にわたってお支払いするということに至った覚え書きというんですか、

確約書ですか、そういうものも双方で取り交わしたものについて資料提出をお願いいたし

ます。 
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 そして、課長、地方税法の１５条では納税の猶予とか、猶予条件というので１年以内の

期限を限り、その徴収を猶予することができる。ただし、震災とか風水害、火災、事業廃

止、休止、著しい損失を受けた場合は１年以内の猶予ということが認められていますね。

そしたら、１５条の３項にいくと正当な理由がないときは猶予取り消しというふうになっ

ていますけど、この９年間というのはお支払いができないからということで。 

 そして、また、あれですか、今、お聞きしますと、介護保険の課長が株主総会の資料を

いただいたけれども、最高責任者のお目なんかには通していないということについては、

私はやはり重大な滞納をしているわけですから、執行部の部長級の皆さん、そういったと

ころではきちっとその内容がどうなっているのか。それをまた、いくら株のあれがないか

らといって──２.７だからということ、４,０００万の出資だからということで、あいま

いにすべき内容ではないと思うんです。そして、今、こうして財政３カ年計画ってなれば

一番やり玉に上がるのが、市営住宅の徴収料とか保育料とか、それはやはり使ったものと

か、保育料とか当然払わなければならないから私はそれを許すというわけではありません

けれども、そういう、何というか、市の行政というのがずるずるっときているという、市

民の税金に対して本当に真剣に取り組んでいらっしゃるんだろうか。そういうふうに取り

組んでいる職員の方に対しては失礼かと思いますが、危機感というのを本当に感じてやら

れているかということも感じるわけですけれども。税務課長、９年にわたってずっと払っ

ていくということになれば、今現在、平成１０年度の──１５年度は１期、２期払われた

と思いますけれども、平成１０年度の税金についてはまだ完納なさってない途中でしょ。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中野税務課長。 

○税務課長（中野  諭君）   

 お答えいたします。 

 先ほど市長の方から年間滞納繰り越し分については年間１,４３０万円を毎月払いとい

うことで申し上げましたが、平成１０年度の課税分につきましては、１期、２期分は既に

完納でありますし、今後時効の中断というものを考慮しながら、この１０年度３期分以降

１４年度の４期分までを毎月払いというふうに計画しているわけでございます。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 平成１０年度の課税分の残り、１１、１２、１３年度、１４年度と残っているというこ

とですね。そうですね。 

 そしたら、９年かかって着実に返済してもらったとしても、延滞金とか含めますといか

がな金額になりますか。その総合計は。 
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○議長（杉原 茂雄君）   

 中野税務課長。 

○税務課長（中野  諭君）   

 延滞金につきましては現時点では約４,６００万円でございます。向こう９年間で完納

した場合の延滞金については計算はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 向こう９年間で完納した場合の延滞金等についても、資料でお出しいただきたいと思い

ます。そして、先ほど私──なぜかといえば、先ほど、さきの議員が質問したときに税の

徴収に関して差し押さえをしたとか、そういうような答弁をなさっておりましたけれども、

差し押さえはしていないし、延滞金についてもどのようにお支払いされるのか、その辺は

どういうふうなお話がなされたんでしょうか。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中野税務課長。 

○税務課長（中野  諭君）   

 差し押さえを行う場合には、要するにもう滞納者自身が全く誠意を見せないといったと

きに最後の手段として行うわけでありますけれども、当該法人のこの固定資産税の問題に

つきましては、もうかなり長い期間当局と法人の間で話を続けてきているわけでございま

すので、この協議をとにかく早く整えるということが最大の目的であり、そういうことで

昨年の──平成１２年、私まいりましてからずっと協議してまいりましたけど、本年３月

に分割納付の誓約書を入れてもらったところであります。 

 それから、延滞金につきましては市税条例施行規則で延滞金の減免という条項がござい

まして、この第４号にその他、市長が特別な事情として認める場合は減免できるんだとい

う条項を適用して免除ということにしております。 

 なぜ、こういう延滞金について、特段の配慮をしたかと申しますと、一方では現在中間

市が徴収しております個人の市税におきましても延滞金についてはここ何年という長い期

間、徴収はいたしておりません。ですから、一つは個人の市税と法人の市税のバランスも

とらなければいけないということが一つありますけれども。 

 最大の免除の理由と申しますのは、滞納処分を行う場合に国税でもそうですけれども、

最大限配慮しなければならないことは、法人に対する滞納処分の場合、その滞納処分を行

うことによって当該法人が事業の継続が不可能になる。あるいは急激な事業悪化に陥って

しまうような滞納処分は最低限避けなければならないということでございます。議員ご承

知のとおり、当該法人は有料老人ホームございますし、高齢者の方の人命をお預かりして
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いるということもございますし、もう一つはそこに勤務している、雇用されている従業員

の生活というものもありますことから、特段の配慮ということで免除をした次第でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 私はこの西日本医療福祉総合センターを借りて、福祉の名において部屋を借りてるよう

に感じるわけです。もう一つの中間市療育支援センターの賃借料。それから、これは私は

障害の方、障害を持っている方、そして、また、精神障害者地域生活支援センター設置、

そういうことを積極的にされているということについては結構なことだと思いますし、ご

く当たり前のことだと思います。しかし、こうしたものの場所を第三セクターの名におい

て多額なお金で借りるということについて疑問も感じるわけです。これまさに支援じゃな

いかと思います。例えば、精神障害者地域生活支援センターをことしからここの三セクに

お借りした。今、その利用状況等についてはここのぼちぼちパルハウスということでのっ

ておりますし、説明もありましたけれども、契約面積が３６５平米８８、１１０坪。その

内訳は事務室及びラウンジ、３８.４３坪、多目的ホールが７２坪２４、こういう施設を

借りているわけですね。多目的ホールとか、ラウンジとか、事務所まで借りて行っている。

そして、これは２,０００万超して、ことしまた、ここの施設に３００万の備品を置かな

くてはならないような場所を借りている。私も先日拝見させていただきましたけれども。 

 そして、また、療育事業でも、それは北九州の方にお母さんたちがお子さんを連れて、

障害を持ったお子さんたちを連れて行かれるというのは、それはもう大変なことだと思い

ます。近くにできたということはありがたいことですし、双方のことについてもそれぞれ

の方は利用されている方は感謝しております。しかし、その内情は、こうした中間市が療

育支援センターとして借りている場所も──これも三セクの１階の部分ですが、契約面積

がなんと１２９坪借りてる。専用面積は９４.９５坪。共用面積が３４坪６１、双方でこ

れを借り続けていくならば、水道光熱費を外して年間４,００８万２,７５３円、月額

３３４万円で借りているということになるわけです。ですから、私は空き教室のこととか

お尋ねしましたのは、例えば空き教室についても、いろいろおっしゃられていますけれど

も、何かこんな内容におっしゃっていますが私は福岡の教育委員会にお尋ねして、今、空

き教室ができたところでは積極的に空き教室を使っているということで、志免町の小学校

のことも紹介していただきました。 

 今、答弁の中では何か改築した学校でないとできないような──なんというか中間の場

合は建てて何年もたっていらっしゃるからというようなことを言われましたが、志免町も

もう学校は最近建てたんじゃなくて、小学校１年生がすぐそばにいて、障害者の社会福祉
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法人で障害者の方の施設として教室を少し改築して作業を障害者が毎日来てされている。

法人として使って、法人がお借りして、市が援助して、県が援助してやられているという、

そういうことで、私はまさに片方で中間市は再建計画とはいわれながら片方でこうした公

共施設とかあるいは工夫をすれば、まだまだ中間市には公共施設の空き室とかあるいは─

─私は専門じゃないのでわかりませんけれども、学童保育所が学校のそばに建てられたり

していっているわけですから。学校の公共用地をそばに置いた中で建てたりしてやってい

かれるんじゃないかと思いますが。 

 先ほど、療育センターから借りていることしかお話されていませんでしたけれども、高

齢者の相談窓口としてここが三セクができたときに借りて、そしてその高齢者の相談窓口

はハピネスなかまに移られたわけですね。それからするともう随分な賃料を払っているわ

けですね。これはまさに三セクの支援に私はすぎないんじゃないかと思います。こうした

ことをまさにずっと続けていいのかどうか。やっぱり開業前からの危機的な要因がはらん

でおられましたし、私は誇大な計画と目標、施設利用計画とか、実情とかけはなれていて、

多額の投資と運営、採算等の実態を無視した建物であったんじゃないかと思うわけです。 

 多目的ホール、見てください。ラウンジ、じゅうたんが敷かれた、そういうところ。そ

れにこしたことはありませんけれども、私はそういう立派なところでなくても、その方た

ちが本当に利用できる場所っていうのは、ある、できる。豪華さとか、見た目の豪華さで

精神的に救われるか、もっと身近で気軽に利用できる既存の施設の利用、財政的にもむだ

はそうすることによって省いていけるんじゃないかと思いますが、市長、いかがでしょう

か。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 いろいろと中家議員ご指摘になりましたけれども、本来中間市として福祉のまちですか、

そういったものも含めて当然、市がやらなければならない問題がこの三セクの方にお願い

をしているわけでございまして、それなりの中間市としての思い入れというのはしなくち

ゃならない。そういうふうに思っているわけでございまして、中家議員が言われたように、

これが、このことが贅沢だとか、そういった問題については、中間市の方がああせい、こ

うせいというわけにはまいらないわけでございまして、そういった思いは今後、いろんな

形で伝えさせていただきたいなと、そう思っております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 是永介護保険課長。 

○介護保険課長（是永 勝敏君）   

 先ほど、私が株主総会に出席しておらないということをお答えしましたけれども、こと

しの６月２７日に株主総会には松下前助役が出席しておりますので訂正させていただきま
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す。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 時間が終りましたので質問を終了させていただきます。 

 これにて一般質問を終結をいたします。 

 この際、午後１時まで休憩をいたします。 

午前11時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（杉原 茂雄君）   

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．認定第１号 

日程第３．認定第２号 

日程第４．認定第３号 

日程第５．認定第４号 

日程第６．認定第５号 

日程第７．認定第６号 

日程第８．認定第７号 

日程第９．認定第８号 

日程第１０．認定第９号 

日程第１１．認定第１０号 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に日程第２、認定第１号から日程第１１、認定第１０号までの平成１４年度決算認定

１０件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。片岡誠二君。 

○議員（２０番 片岡 誠二君）   

 大島市長は平成１３年７月に市長に就任されましたので、今回の１４年度の決算につい

ては初めて市長自身が予算の編成から執行まですべて行ってきたわけであり、この１年間

の評価、成績表がいわゆる１４年度の決算書ということになるわけでありますけれども、

現在、合併問題同様に行財政改革の最重要課題であり、当然市長もこの問題について、ま

た、今回の決算についていろんな角度から精査され、そして検討されていることと思われ

ますが、そこで各論については各委員会で審議されると思いますが、この１４年度の決算

について市長がどのように分析され、総括されておられるのか。そして、このことを今後

の行財政改革問題にどのように反映していこうと考えているのか、それをお尋ねいたしま

す。 
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○議長（杉原 茂雄君）   

 大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 今、片岡議員が言われましたように初めて丸と１年、そういうことなんですけれども、

初日にそれぞれの決算状況をお話をいたしましたように、若干のでこぼこありますけれど

もおおむね若干の黒字の中で１４年度については推移をしてきたんじゃないかなと思って

おります。さりとてご存じのようにトータルとしては交付税の減等を含めて今後大変な課

題等々もありますので、財政再建検討委員会等々に見られますようにさらに一層、気を引

き締めて、１５年度あるいは今後１６年、１７年含めて第４次の総合計画も立案をしなけ

ればいけない。そういった状況等々にもありますので、頑張ってまいりたい。このように

考えております。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております決算認定１０件は会議規則第３７条第１項の規定により、

それぞれ所管の各常任委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．第３３号議案 

日程第１３．第３４号議案 

日程第１４．第３５号議案 

日程第１５．第３６号議案 

日程第１６．第３７号議案 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第１２、第３３号議案から日程第１６、第３７号議案までの平成１５年度補

正予算５件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております補正予算５件は会議規則第３７条

第１項の規定によりそれぞれ所管の各常任委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．第３８号議案 

日程第１８．第３９号議案 
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○議長（杉原 茂雄君）   

 次に日程第１７、第３８号議案及び日程第１８、第３９号議案の各条例改正２件を一括

して議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっております条例改正２件

は委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）   

 第３８号議案中間市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、

日本共産党を代表いたしまして賛成討論といたします。 

 日本の出生率は１９７０年代前半までは２.１程度で安定しておりましたが、１９７５年

に２.０を割り込み、１９９９年は過去最低で１.３４、２００２年１月末は１.３９とな

っています。このように日本の社会が子どもを産み、育てる力を失いつつあることは日本

の未来にとって大問題であり、子育て支援は緊急で重要な課題です。子育て支援にとって

乳幼児の医療費の負担の軽減は、安心して子どもを育てる上で切実な施策です。子育て真

っ最中のお母さんたちの切実な要求に基づいて、私ども日本共産党市議団は福岡県に対し、

乳幼児医療費の無料化を就学前まで適用年齢を拡大するようこれまで何回も交渉を重ねて

きました。今回提出されました条例では６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで入院

にかかる医療にかぎり、医療費を支給することになり、適用年齢が拡大されました。しか

し、通院は依然として３歳未満になっており、県に対し、入院と同様に就学前まで適用す

るよう求め、中間市においても通院医療費助成の対象年齢を１歳ずつでも拡大する予算措

置をとるよう意見を付して賛成討論といたします。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 討論なしと認めます。 

 これより条例改正２件を順次採決をいたします。議題のうち、まず、第３８号議案中間

市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決をいたします。

本案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、第３８号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第３９号議案中間市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

を起立により採決をいたします。本案については原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、第３９号議案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．第４０号議案 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第１９、第４０号議案を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております第４０号議案は会議規則第３７条

第１項の規定により、所管の民生経済委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議員提出議案第３号 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第２０、議員提出議案第３号行財政を見直し抜本的な改革に関する調査推進

特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。佐々木正義君。 

○議員（１７番 佐々木正義君）   

 提案理由の説明をいたします。 

 議員提出議案第３号の提出者として、提案理由の説明を簡略ではありますが、申し述べ

ます。 

 議員各位もさきの統一選挙を通じて、市民の多様なニーズや要求に接し、その期待にそ

うべく決意も新たなるものがあろうと存じます。 

 しかし、本市の台所である財政実態は極めて緊迫した状況下にあります。このままでは

市民要求や期待にこたえることは困難であります。とりわけ、デフレ不況のしわ寄せは今

なお、全市民の生活を圧迫し明日への不安を強めています。また、市財政の歳入を見ると

き、市民税、交付税等年々落ち込み、入るをもって出るを制する必要性に迫られておりま

す。つまり出るを制する観点からむだを排し、徹底的な合理化政策が迫られていると思う
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ものであります。市民の要求、期待にそうべく、緊急かつ行動的な行財政の見通しと、抜

本的改革による財源確保の施策が必要であります。 

 本特別委員会の設置によって、具体的な行財政の見直しと抜本的改革の方向と道筋を執

行部へ明らかにし、議会としての任務と責任を果たすべきであろうと考えます。 

 以上、特別委員会設置の提案理由の説明といたします。よろしくご審議の上、ご賛同い

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第３号については、委

員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 行財政を見直し、抜本的な改革に関する調査推進特別委員会の設置ですが、この委員会

が福祉とか教育、地方行政の切り捨てにならない方向での委員会であってほしいし、そし

て、また、この委員会に１００万円の予算が組まれておりますけれども、私は行財政改革

であれば、１００万円も──以内というふうにはなっておりますが、そのことについては

やはりできるだけ抑えた活動をすべきではないかと意見を付して賛成するところです。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 討論なしと認めます。 

 これより議員提出議案第３号行財政を見直し抜本的な改革に関する調査推進特別委員会

の設置についてを起立により採決をいたします。本案については原案のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、議員提出議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました行財政を見直し抜本的な改革に関する調査
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推進特別委員会の委員の選任については、委員会条例第１項の規定により、中家多恵子さ

ん、植本種實君、山本貴雅君、井上久雄君、香川実君、岩崎悟君、下川俊秀君、井上太一

君、以上８名の諸君を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を、行財政を見

直し抜本的な改革に関する調査推進特別委員会の委員に選任することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．会議録署名議員の指名 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより日程第２１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は会議

規則第７６条の規定により、議長において米満一彦君及び山本貴雅君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（杉原 茂雄君）   

 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会をいたします。 

午後１時１５分散会 

────────────────────────────── 
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